
予定価格の事後公表の試行について 

  

 三重県県土整備部が発注する建設工事において、予定価格の事後公表を試行

します。 

 

 

１．試行対象 

（１） 試 行 時 期：平成２６年１０月１日以降 

（２） 対 象 工 事： 

発 注 業 種：土木一式工事 

予 定 価 格：７千万円以上１億５千万円未満の工事 

落 札 方 式：総合評価方式 

  （３）試 行 件 数：各建設事務所１件程度 

 

 

２．試行に伴う入札手続き等の変更 

 （１）予定価格の範囲内に落札候補者がいない場合は、再度入札（執行回数１回） 

を行います。 

 （２）入札時提出書類の工事費内訳書は、設計内訳表と明細表を求めます。 

 （３）開札後、速やかに予定価格の内訳を公表し、積算内容に対する質問期間を 

    設定します。 

 （４）総合評価方式の評価値の算出方法を見直します。 

    ①低入札調査基準価格未満の場合の価格評価を予定価格による入札と同じ評 

価とします 

②低入札調査基準価格以上の一定範囲内の入札額の場合、同じ評価とします。 

（５）予定価格の積算は入札時とします。 

 

 

      下記以外にかかること  県土整備部建設業課    059-224-2723 

      ２．（４）にかかること 県土整備部入札管理課   059-224-2696 

 


